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学校法人西大和学園寄附行為 
 

 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 この法人は､学校法人西大和学園と称する｡ 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、事務所を奈良県北葛城郡河合町大字薬井２９５番地に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目 的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とす

る。 

 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

一 大和大学 教育学部   教育学科 

       保健医療学部 看護学科 

              総合リハビリテーション学科 

       政治経済学部 政治行政学科 

              経済経営学科 

二 白鳳短期大学  総合人間学科 

三 西大和学園高等学校 全日制課程 普通科  

四 西大和学園中学校 

２ この法人は、前項の学校のほか、次に掲げる在外教育施設の設置運営に関して必要な

援助・協力を行う。 

一 西大和学園カリフォルニア校 

 

 

第３章 役員及び理事会 

 

（役 員） 

第５条 この法人に次の役員を置く。 

一 理 事 ８人 

二 監 事 ２人 

２ 理事のうち１人を理事長とし、理事会において選任する。 

 

（理事の選任） 

第６条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

一 この法人が設置する大和大学の学長             １人 

二 この法人が設置する白鳳短期大学の学長           １人 
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三 この法人が設置する西大和学園高等学校もしくは西大和学園中学校の校長 

１人 

四 評議員のうちから評議員会において選任した者        １人 

五 学識経験者のうちから理事会において選任した者       ４人 

２ 前項第１号、第２号、第３号及び第４号の理事は、学長、校長または評議員の職を退

いたときは、理事の職を失うものとする。 

３ 理事のうち１名以上は当該学校法人の役員または職員でない者とする。 

 

（監事の選任及び職務） 

第７条 監事は、評議員会の同意を得て理事長が選任する。 

２ 監事のうち１名以上は当該学校法人の役員または職員でない者とする。 

３ 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

一 この法人の業務を監査すること。 

二 この法人の財産の状況を監査すること。 

三 学校法人の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、

当該会計年度終了後２ヶ月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正

の行為又は法令若しは寄付行為に違反する重大な事実があることを発見したと

きは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 

五 前項の報告をするため必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求す

ること。 

六 学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 

 

（親族関係者等の制限） 

第８条 この法人の理事のうちには、各理事について、その親族その他特殊の関係がある

者が１人をこえて含まれることになってはならない。 

２ この法人の監事には、この法人の理事もしくはその親族その他特殊の関係がある者ま

たは職員（教員を含む。以下同じ）が含まれることがあってはならない。 

３ この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係があるものであってはならない。 

 

（役員の任期）  

第９条 役員（第６条第１項第１号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の

任期は４年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再選されることができる。 

３ 役員は、任期満了のあとでも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行

う。 

 

（役員の補充） 

第10条 理事又は監事のうち、その定数の５分の１をこえるものが欠けたときは、１か月

以内に補充しなければならない。 

 

（役員の解任） 

第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席し

た理事会において理事総数の４分の３以上の議決及び評議員会の議決により、これを解

任することができる。 

一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。 
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二 心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき。 

三 職務上の義務に著しく違反したとき。 

 

（理事会） 

第12条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、理事をもって組織する。 

３ 理事会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、理事総数の３分の１以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会

の招集を請求された場合には、その請求があった日から７日以内に、これを招集しなけ

ればならない。 

５ 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議

すべき事項を、書面により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場

合はこの限りではない。 

７ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

８ 理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名

で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は出席理事の互選に

よって定める。 

９ 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事総数の３分の２以上の

理事が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。ただし、第１２項の規

定による除斥のため３分の２に達しないときには、この限りではない。 

10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意志

表示した者は、出席者とみなす。 

11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き理事総数の過

半数で決する。 

12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

（業務の決定） 

第13条 この法人の業務は、理事会で決定する。 

 

（理事長の職務） 

第14条 理事長は、法令及びこの寄附行為に規定する職務を行い、この法人内部の事務を

総括し、この法人の業務について、この法人を代表する。 

 

（理事の代理権の制限） 

第15条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

 

（理事長職務の代理等） 

第16条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会におい

て指名された理事が、その職務を代理し、またその職務を行う。 

 

（議事録） 

第17条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、

議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、あらかじめ議長が指名した出席理事２名が署名押印し、常にこれを事務
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所に備えておかなければならない。 

３ 出席理事から議事録の記載について異議のあった場合は、その申出に基づいて、次の

会議にはかって、議長がこれを確認しなければならない。 

 

 

第４章 評議員会及び評議員 

 

（評議員会） 

第18条 この法人に評議員会を置く。 

２ 評議員会は、１７人の評議員をもって組織する。 

３ 評議員会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評

議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内にこれを招集

しなければならない。 

５ 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に

付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場

合はこの限りでない。 

７ 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。 

８ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をするこ

とができない。 

９ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意志

表示した者は、出席者とみなす。 

10 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

11 前項の場合において、議長は評議員として議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第19条 第１７条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同

条第２項中「あらかじめ議長が指名した出席理事２名」とあるのは、「議長及び出席評

議員のうちから互選された評議員２人以上」と読み替えるものとする。 

 

（同意事項） 

第20条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の同意

を得なければならない。 

一 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）

及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

二 事業計画 

三 予算外の重要なる義務の負担又は権利の放棄 

四 寄附行為の変更 

五 合併 

六 目的たる事業の成功の不能による解散 

七 寄附金品の募集に関する事項 

八 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。 

 

（評議員会の意見具申等） 
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第21条 評議員会は、この法人の業務もしくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につ

いて、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴する

ことができる。 

 

（評議員の選任） 

第22条 評議員は、次の各号で掲げるものとする。 

一 この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから評議員会において選

任した者                         １人 

二 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢２５歳以上の者のうちから、理事会

において選任した者                    １人 

三 学識経験者のうちから、理事会において選任した者     １５人 

２ 前項第１号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を

失うものとする。 

 

（準用） 

第23条 第８条第１項及び第１１条の規定は、評議員について準用する。 

 

（任期） 

第24条 評議員の任期は４年とする。ただし、補欠評議員の任期は前任者の残任期間とす

る。 

２ 評議員は再任されることができる。 

 

 

第５章 資産及び会計 

 

（資産） 

第25条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

 

（資産の区分） 

第26条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金

とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に繰り入れられる財産

とする。 

３ 運用財産は、この法人の設置する学校の運営に必要な財産とし、財産目録中運用財産

の部に記載する財産及び将来運用財産に繰り入れられる財産とする。 

４ 寄附金品については、寄附者の指定のある場合には、その指定に従って基本財産又は

運用財産に編入する。 

 

（基本財産の処分制限） 

第27条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむ

を得ない理由のあるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、そ

の一部に限り処分することができる。 

 

（積立金の保管） 

第28条 基本財産及び運用財産の積立金は確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行

に信託し、又は確実な銀行に定期貯金とし、もしくは定額郵便貯金として理事長が保管
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する。 

 

（経費の支弁） 

第29条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は基本財産並びに運用財産中の不動

産及び積立金から生じる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産

をもって支弁する。 

 

（予算） 

第30条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成して、理事会において理事

総数の３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとする

ときも同様とする。 

 

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

第31条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決がなければならな

い。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）について

も、同様とする。 

 

（決算、余剰金等の処分） 

第32条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２か月以内に作成し、監事の意見を求める

ものとする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後２か月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、

その意見を求めなければならない。 

 

（財産目録の備付） 

第33条 学校法人は毎会計年度終了後２ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及

び事業報告書を作成しなければならない。 

２ 学校法人は財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監事作成の監査報告 

書を事務所に備えて置き、在学者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当 

な理由がある場合を除いてこれを閲覧に供しなければならない。 

 

（資産総額の変更登記） 

第34条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後２か

月以内に登記しなければならない。 

 

（会計年度） 

第35条 この法人の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

 

第６章 解散及び合併 

 

（解散） 

第36条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 

一 理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決 

二 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で理事会における理事総数

の３分の２以上の議決 
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三 合併 

四 破産 

五 文部科学大臣の解散命令 

２ 前項第１号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認可を、同項第２号

に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 

 

（残余財産の帰属者） 

第37条 この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）におけ

る残余財産は、解散のときにおける理事会において理事総数の３分の２以上の議決によ

り選定した学校法人、又は教育の事業を行う公益法人に帰属させるものとする。 

 

（合併） 

第38条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の

議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

 

 

第７章 寄附行為の変更 

 

（寄附行為の変更） 

第39条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以

上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

２ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会

において出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届出なければなら

ない。 

 

第８章 補則 

 

（書類及び帳簿の備付） 

第40条 この法人は、第33条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常

に各事務所に備えて置かなければならない。 

一 寄附行為 

二 役員及び評議員の名簿及び履歴書 

三 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類 

四 その他必要な書類及び帳簿 

 

（公告の方法） 

第41条 この法人の公告は、西大和学園高等学校の掲示場に掲示して行う。 

 

（施行細則） 

第42条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人の設置する学校の管理   

及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

 

 

 

附 則 
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１ この寄附行為は、奈良県知事の認可の日（昭和６０年１２月２６日）から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

理事（理事長）   田野瀬良太郎 

理事        的場太郎 

理事        永井成樹 

理事        田野瀬博太郎 

理事        木村雅吉 

監事        栗山文作 

監事        山田国一 

 

３ 第２２条第１項第２号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が

年齢２５歳になるまでの間、「生徒の保護者」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、奈良県知事の認可の日（昭和６３年３月５日）から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、奈良県知事の認可の日（平成８年３月２１日）から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成９年１２月９日）から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、平成１６年４月１日から施行する。 

（白鳳女子短期大学国際人間学科の存続に関する経過措置） 

  白鳳女子短期大学国際人間学科は、改正後の寄付行為第４条の規定にかかわらず平成

１７年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存

続するものとする。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成１８年３月２７日）から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２１年１１月１１日）から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２５年１０月３１日）から施行する。 

  

附 則 

１ この寄附行為は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２７年８月３１日）から施行する。 

  

 



政治行政学科政治経済学部

　この寄附行為は文部科学大臣の認可の日（平成　年

政治経済学部政治行政学科

保健医療学部 看護学科

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科

　　月　　日）から施行する。

　　附　則

大和大学 教育学科

保健医療学部 看護学科

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科

新旧の比較対照表

新 旧

　（設置する学校） 　（設置する学校）

経済経営学科

第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げ

　る学校を設置する。 　る学校を設置する。

一

第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げ

教育学部

経済経営学科

（新設）理工学部 理工学科

大和大学 教育学部 教育学科 一
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様式第４号その１（第１１条関係）

教具・校具・備品 0千円

6,271,994千円

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

施
設

基　　　準　　　内 571,151千円

基　　　準　　　外 199,568千円

設
備

図　　　　　　　書 16,461千円

合 計 790,765千円 2,891,633千円 1,709,585千円 880,011千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 6,271,994千円

新設校の開設年度の経常経費

小 計 790,765千円 2,891,633千円 1,709,585千円 880,011千円 0千円

1,732,116千円校 具 1,189,294千円 0千円 0千円 0千円 0千円

備 品

0千円 0千円 25,288千円

教 具

　95,565千円 　447,257千円

0千円 0千円 145,482千円

設
　
備

図 書 0千円 　　0千円 25,288千円 　　　　　0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 4,149,572千円

基 準 外 32,958千円 　112,524千円 0千円 0千円 0千円

（　　　　0千円）（　　　　0千円）（　　　　0千円） （219,536千円）

施
　
設

基 準 内 623,229千円 　2,184,814千円 488,306千円 853,223千円

0千円 0千円 0千円 219,536千円

　　　56,425.44㎡を借用。契約期間H29年12月1日～令和26年3月31日

（ う ち 造 成 費 ）（　　　　（39,013千円） （147,038千円） （6,697千円） （26,788千円）

R４年度 
完成年度
（R５年度） 合　　　　　計

区 分

設
置
経
費

校             地

39,013千円 147,038千円 6,697千円 26,788千円

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

　　　　　設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類 　　　　　（全　　　体）

年 度
H２９年度 H３０年度

開設年度
の前年度
(R元年度）

開設年度
（R２年度） R３年度 
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様式第４号その４（第１１条関係）

第2号基本金引当特定資産 3,000,000千円

第2号基本金引当特定資産として平成29年度までに学納金等事業活動収入から
組入れられた3,000,000千円から平成29年度、建物に係る建設仮勘定に支出した
790,765千円を第1号基本金に振替、残額2,209,235千円を平成30年度に支出した
2,891,633千円のうち2,209,235千円の財源に充当する。

現金預金 3,271,994千円
平成30年度までに学納金等事業活動収入から積立てられた現金預金
8,211,460千円から平成30年度に支出した2,891,633千円のうち682,398千円に充当し,
その残額7,529,062千円のうち2,589,596千円を財源に充当する。

合　　　　　計 6,271,994千円

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区　　　　　分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法

11



様式第６号その２（第１１条関係）

年　度　

　科　目

一　基本財産

二　運用財産

三　負債額

　１　固定負債

　２　流動負債

四　基本財産＋運用財産

五　純資産（四－三）

申請時

（開設年度から３年前の年度） （開設年度の前々年度） （　平成31年3月31日）

18,272,777千円

7,108,008千円 8,991,885千円 8,991,885千円

18,821,349千円 18,821,349千円

財　産　目　録　総　括　表

　　29年度末 　　30年度末

1,398,827千円 1,459,686千円 1,459,686千円

2,388,660千円 2,399,908千円 2,399,908千円

989,834千円 940,223千円 940,223千円

25,380,785千円 27,813,234千円 27,813,234千円

22,992,125千円 25,413,325,千円 25,413,325,千円
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＜総括表＞ （単位　円）

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

固定資産 19,467,235,149 18,912,704,407 554,530,742

　有形固定資産 17,702,289,059 14,944,481,529 2,757,807,530

　特定資産 590,136,859 2,778,999,355 ▲ 2,188,862,496

　その他の固定資産 1,174,809,231 1,189,223,523 ▲ 14,414,292

流動資産 8,345,998,752 6,468,080,590 1,877,918,162

資産の部合計 27,813,233,901 25,380,784,997 2,432,448,904

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

固定負債 940,222,859 989,833,955 ▲ 49,611,096

流動負債 1,459,685,615 1,398,826,519 60,859,096

負債の部合計 2,399,908,474 2,388,660,474 11,248,000

科　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　　　減

基本金 23,997,734,945 23,063,646,752 934,088,193

　　　第１号基本金 23,687,734,945 20,544,411,352 3,143,323,593

　　　第２号基本金 0 2,209,235,400 ▲ 2,209,235,400

　　　第３号基本金 0 0 0

　　　第４号基本金 310,000,000 310,000,000 0

繰越収支差額 1,415,590,482 ▲ 71,522,229 1,487,112,711

純資産の部合計 25,413,325,427 22,992,124,523 2,421,200,904

負債及び純資産の部合計 27,813,233,901 25,380,784,997 2,432,448,904

純資産の部

貸　借　対　照　表
平成31年　3月31日

資産の部

負債の部
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様式第７号その１（第１１条関係）
（用紙　日本工業規格Ａ４横型）

１　施設又は設備の整備計画

年　度 備　　　考

令和元年度

令和元年度

令和元年度

令和2年度

令和2年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

事　業　計　画　及　び　こ　れ　に　伴　う　予　算　書
事　　　業　　　計　　　画

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

大和大学第Ⅲ期用地事業用借地権
設定

大和大学理工学部設置に係る
校具・教具・備品の購入

教具・校具・備品　7611点 令和元年11月29日納入予定

大和大学理工学部設置に係る
図書の購入

図書 　　　　　　1294冊
学術雑誌・視聴覚教材  40種

令和元年12月1日納入予定

大和大学社会学部棟建設造成
大和大学社会学部棟建設工事

大和大学社会学部設置に係る
校具・教具・備品・図書の購入

教具・校具・備品　1700点
図書　　　　　　   　1200冊

令和2年12月納入予定

校地　18,870.76㎡ 令和2年1月契約予定

大和大学社会学部棟建設
設計管理

　
造成　18,870.76㎡
鉄筋コンクリート4階建
8,117.05㎡

令和2年1月着工予定
令和2年12月完成予定

「該当なし」

「該当なし」

「該当なし」
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様式第１０号その１（第１２条関係）　

（収入の部） 　（単位　千円）

年　　度
開　設　年　度
（令和2年度）

令和3年度 令和4年度
完　成　年　度
（令和5年度）

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

381,800 718,700 1,055,700 1,392,650

42,500 42,500 42,500 42,500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,000 2,000 2,000 2,000

0 0 0 0

4,000 4,000 4,000 4,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

資金収入調整勘定 0 0 0 0

0 -1,116,300 -1,052,100 -698,470

430,300 -349,100 52,100 742,680

　（単位　千円）

年　　度
開　設　年　度
（令和2年度）

令和3年度 令和4年度
完　成　年　度
（令和5年度）

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

270,000 288,000 310,000 333,900

250,500 259,850 273,570 321,200

130,000 134,150 140,000 155,400

0 0 0 0

0 0 0 0

880,100 0 0 0

16,000 21,000 27,000 27,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-1,116,300 -1,052,100 -698,470 -94,820

430,300 -349,100 52,100 742,680

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表

前年度繰越支払資金

学生生徒納付金収入

手数料収入

寄付金収入

補助金収入

資産売却収入

付随事業・収益事業収入

受取利息・配当金収入

雑収入

借入金等収入

前受金収入

その他の収入

施設関係支出

収入の部合計

(支出の部）

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

支出の部合計

設備関係支出

資産運用支出

その他の支出

〔　予備費　〕

資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金
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様式第１０号その２（第１２条関係）

（単位　千円）
開　設　年　度
（令和2年度）

令和3年度 令和4年度
完成年度

（令和5年度）

新設校分 新設校分 新設校分 新設校分
学生生徒等納付金 381,800 718,700 1,055,700 1,392,650
手数料 42,500 42,500 42,500 42,500
寄付金 0 0 0 0
経常費等補助金 0 0 0 0
付随事業収入 2,000 2,000 2,000 2,000
雑収入 4,000 4,000 4,000 4,000
教育活動収入　計 430,300 767,200 1,104,200 1,441,150
人件費 272,500 290,500 312,500 336,400
教育研究経費 330,500 335,850 346,070 392,200
管理経費 132,000 136,050 141,800 157,100
徴収不能額等 0 0 0 0
教育活動支出　計 735,000 762,400 800,370 885,700

-304,700 4,800 303,830 555,450
受取利息・配当金 0 0 0 0
その他の教育活動外収入 0 0 0 0
教育活動外収入　計 0 0 0 0
借入金等利息 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0 0
教育活動外支出　計 0 0 0 0

0 0 0 0
-304,700 4,800 303,830 555,450

資産売却差額 0 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0 0
特別収入　計 0 0 0 0
資産処分差額 0 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0 0
特別支出　計 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

-304,700 4,800 303,830 555,450
0 0 0 0

-304,700 4,800 303,830 555,450
0 -304,700 -299,900 3,930
0 0 0 0

-304,700 -299,900 3,930 559,380

（参考）

事業活動収入　計 430,300 767,200 1,104,200 1,441,150
事業活動支出　計 735,000 762,400 800,370 885,700

支
出

翌年度繰越収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

収
入

支
出

特別収支差額
〔　予備費　〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額

教育活動外収支差額

教
育
活
動
外
収
支

収
入

事　業　活　動　収　支　予　算　決　算　総　括　表

年　　度　

　科　　目

教
育
活
動
収
支

収
　
入

支
　
出

教育活動収支差額
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